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厚生労働省老健局老人保健課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 老健局老人保健課 
 

今回の内容 

 

「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに

加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の

一部改正等について 

計５枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111 （内線 3944） 

FAX : 03-3595-4010 
 



老老発０３３１第２号 

平成２７年３月３１日  

 

 

各            介護保険主管部（局）長 殿 

   

 

 

厚生労働省老健局老人保健課長 

                            （  公  印  省  略  ） 

 

 

「医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について」

の一部改正について 

 

 

医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの実施については「医療保険及び介

護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について」（平成 18年 12月 25

日付老老発第 1225003 号保医発 1225001 号）に基づき実施しているところであるが、平成

27年度介護報酬改定に伴い、別添の通り見直しを行い、平成 27年４月１日より適用するこ

ととしたので通知する。 

当該内容について御了知の上、貴管内市区町村にその周知徹底を図るとともに、その運

用について遺漏のなきよう期せられたい。 

 

都道府県 

指定都市 

中 核 市 
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○ 医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について（平成18年12月25日付老老発第1225003号保医発1225001号）
（抄）

（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

１～５ （略） １～５ （略）

６ 介護保険におけるリハビリテーション実施に当たっての留意事項 ６ 介護保険におけるリハビリテーション実施に当たっての留意事項

⑴ リハビリテーション実施機関における留意事項 ⑴ リハビリテーション実施機関における留意事項

リハビリテーションの開始に当たり、急性期、回復期及び維持期 リハビリテーションの開始に当たり、急性期、回復期及び維持期

のリハビリテーションの意義及び内容の違いについて説明を行うと のリハビリテーションの意義及び内容の違いについて説明を行うと

ともに、介護保険におけるリハビリテーションについては、生活機 ともに、介護保険におけるリハビリテーションについては、生活機

能の維持・向上を目指したリハビリテーションを行うことの説明を 能の維持・向上を目指したリハビリテーションを行うことの説明を

行うこと。 行うこと。

質の高いサービスを提供する観点から、リハビリテーションマネ 質の高いサービスを提供する観点から、リハビリテーションマネ

ジメントや短期集中リハビリテーションの実施に努めるとともに、 ジメントや短期集中リハビリテーションの実施に努めるとともに、

通所リハビリテーションについては、利用者の希望等を勘案して、 通所リハビリテーションについては、利用者の希望等を勘案して、

短時間のサービスを提供できるよう努めること。 短時間のサービスを提供できるよう努めること。

また、個別リハビリテーションについては、リハビリテーション また、個別リハビリテーションについては、リハビリテーション

マネジメント加算や短期集中リハビリテーション実施加算の算定に マネジメント加算や短期集中個別リハビリテーション実施加算の算

当たっては個別リハビリテーションが行われることとなるが、利用 定に当たっては個別リハビリテーションが行われることとなるが、

者の心身の状況等を勘案して個別リハビリテーションを行うことが 利用者の心身の状況等を勘案して個別リハビリテーションを行うこ

必要と認められる場合には、個別リハビリテーションが提供される とが必要と認められる場合には、個別リハビリテーションが提供さ

よう、利用者の状態の維持・改善に向けた最善の取組を図るよう努 れるよう、利用者の状態の維持・改善に向けた最善の取組を図るよ

めること。 う努めること。

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略）

（別添）



老老発０３３１第３号 

平成２７年３月３１日  

 

 

各            介護保険主管部（局）長 殿 

   

 

 

厚生労働省老健局老人保健課長 

                            （  公  印  省  略  ） 

 

 

「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及

び様式例の提示について」の一部改正について 

 

 

リハビリテーションマネジメントにおける基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式

例については「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務

処理手順例及び様式例の提示について」（平成 18 年３月 27 日老老発 0327 第１号）に基づ

き実施しているところであるが、今般、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する

基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示につ

いて」を新たに定めたことに伴い、別添の通り見直しを行い、平成 27年４月１日より適用

することとしたので通知する。 

当該内容について御了知の上、貴管内市区町村にその周知徹底を図るとともに、その運

用について遺漏のなきように期せられたい。 

 

都道府県 

指定都市 

中 核 市 
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〇リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について（平成18年３月27日老老発0327第１号）
（抄） （下線部が変更点）

現 行 改 正 案

リハビリテーションマネジメントは、高齢者の尊厳ある自己実現を目 リハビリテーションマネジメントは、高齢者の尊厳ある自己実現を目

指すという観点に立ち、利用者の生活機能向上を実現するため、介護保 指すという観点に立ち、利用者の生活機能向上を実現するため、介護保

険サービスを担う専門職やその家族等が協働して、継続的な「サービス 険サービスを担う専門職やその家族等が協働して、継続的な「サービス

の質の管理」を通じて、適切なリハビリテーションを提供し、もって利 の質の管理」を通じて、適切なリハビリテーションを提供し、もって利

用者の要介護状態又は要支援状態の改善や悪化の防止に資するものであ 用者の要介護状態又は要支援状態の改善や悪化の防止に資するものであ

る。 る。

その促進を図るため、平成18年度より、通所リハビリテーションサー その促進を図るため、平成18年度より、通所リハビリテーションサー

ビス、訪問リハビリテーションサービス、介護保健施設サービス、介護 ビス、訪問リハビリテーションサービス、介護保健施設サービス、介護

療養施設サービスにおいて「リハビリテーションマネジメント加算」を 療養施設サービスにおいて「リハビリテーションマネジメント加算」を

設定してきたところである。その算定については、平成21年度介護報酬 設定してきたところである。その算定については、平成21年度介護報酬

改定に伴い、別に通知する「指定居宅サービスに要する費用の額の算定 改定に伴い、別に通知する「指定居宅サービスに要する費用の額の算定

に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与 に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与

に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基 に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年老企第36号）、「指 準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成12年老企第36号）、「指

定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービ 定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービ

ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ 要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につ

いて」（平成12年老企第40号）、「特定診療費の算定に関する留意事項に いて」（平成12年老企第40号）、「特定診療費の算定に関する留意事項に

ついて」（平成12年老企第58号）及び「指定介護予防サービスに要する ついて」（平成12年老企第58号）及び「指定介護予防サービスに要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」

（平成18年老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）（平成18年老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）

において示しているところであるが、既に、多くの事業所で算定されて において示しているところであるが、既に、多くの事業所で算定されて

いる現状を踏まえ、一部のサービスについては、本体報酬に包括化する いる現状を踏まえ、一部のサービスについては、本体報酬に包括化する

こととした。 こととした。

今般、あらためて、リハビリテーションマネジメントの基本的考え方 平成27年度介護報酬改定においては、訪問リハビリテーションと通所

並びに事務処理手順例及び様式例を左記の通りお示しするので、御了知 リハビリテーションについて、リハビリテーションマネジメント加算を

の上、管内市町村、関係団体、関係機関にその周知を図られたい。 見直しており、当該加算の詳細については「リハビリテーションマネジ

メント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書

等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成27年老老発0327第

３号）を参照されたい。

（別添）
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本通知については、平成21年度介護報酬改定において、一部のサービ

スのリハビリテーションマネジメント加算が本体報酬に包括化された際

の基本的な考え方等を示すものであることから、廃止しないこととした

ものであり、その位置付けについて御了知の上、管内市町村、関係団体、

関係機関にその周知を図られたい。

記 記

１・２ （略） １・２ （略）

（別添）
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